
　

２
０
２
５
年
12
月
に
厚
生
労
働
省
が

公
表
し
た
「
令
和
５
年
所
得
再
分
配
調

査
」。
こ
の
調
査
は
、
社
会
保
障
制
度

に
お
け
る
給
付
と
負
担
お
よ
び
租
税
制

度
に
お
け
る
負
担
が
、
所
得
の
分
配
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
今
後
の
政
策

立
案
の
基
礎
資
料
に
さ
れ
る
。
お
お
む

ね
３
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
が
、
前
回

調
査
（
23
年
）
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に

よ
り
１
年
遅
れ
た
た
め
、
今
回
は
２
年

ぶ
り
の
調
査
と
な
る
。

　

雇
用
者
所
得
や
事
業
所
得
、
財
産
所

得
、
雑
収
入
、
私
的
給
付
（
仕
送
り
、

企
業
年
金
、
生
命
保
険
金
な
ど
の
合
計

額
）
等
の
合
計
額
が
「
当
初
所
得
」
と

定
義
さ
れ
、
こ
の
当
初
所
得
か
ら
税
金

や
社
会
保
険
料
を
控
除
し
て
社
会
保
障

給
付
（
公
的
年
金
な
ど
の
現
金
給
付
、

医
療
・
介
護
・
保
育
の
現
物
給
付
）
を

加
え
た
も
の
が
「
再
分
配
所
得
」
と
さ

れ
る
。
ま
た
、
所
得
の
均
等
度
は
「
ジ

ニ
係
数
」（
所
得
格
差
係
数
）
で
示
さ

れ
る
。
ジ
ニ
係
数
は
０
か
ら
１
ま
で
の

値
を
取
り
、
０
に
近
い
ほ
ど
所
得
格
差

が
小
さ
く
、
１
に
近
い
ほ
ど
所
得
格
差

が
大
き
い
こ
と
を
表
す
。

23
年
の
世
帯
平
均
年
当
初
所
得
額
は

３
８
５
万
円
（
前
回
比
９
・
１
％
減
）、

社
会
保
障
や
税
に
よ
る
所
得
再
分
配
を

考
慮
し
た
世
帯
平
均
再
分
配
年
所
得
は

４
６
８
万
円
（
同
７
・
２
％
減
）
と
な

っ
た
。
再
分
配
額
の
大
き
い
高
齢
者
世

帯
（
65
歳
以
上
の
者
の
み
で
構
成
す
る

か
、
ま
た
は
こ
れ
に
18
歳

未
満
の
未
婚
の
者
が
加
わ

っ
た
世
帯
）
で
は
、
再
分

配
額
の
約
７
割
が
年
金
、

約
２
割
が
医
療
、
約
１
割

が
介
護
と
な
っ
て
い
る
。

　

世
帯
主
の
年
齢
階
級
別

所
得
再
分
配
状
況
を
見
る

と
、
平
均
当
初
所
得
が
最

も
高
い
の
は
50
〜
54
歳

（
７
７
９
万
円
）
で
、
40

〜
44
歳
（
６
９
３
万
円
）

が
続
く
。
平
均
再
分
配
所

得
で
も
50
〜
54
歳
（
６
２

４
万
円
）
が
最
も
高
い
。

た
だ
し
、
再
分
配
額
は
現

役
世
代
で
あ
る
65
歳
未
満

で
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
65
〜
69
歳
で

プ
ラ
ス
に
転
じ
、
75
歳
以
上
で
は
大
幅

な
プ
ラ
ス
と
な
る
（
図
表
）。

　

世
帯
数
の
累
積
比
率
と
当
初
所
得
額

の
累
積
比
率
か
ら
算
出
さ
れ
た
ジ
ニ
係

数
は
、
過
去
最
大
の
０
・
５
８
５
５

（
前
回
比
０
・
０
１
５
５
㌽
増
）
と
な

っ
て
格
差
は
拡
大
し
て
い
る
。
高
齢
化

が
進
ん
だ
こ
と
で
当
初
所
得
が
低
い
世

帯
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
、
近
年
ジ
ニ

係
数
が
上
昇
傾
向
を
示
す
要
因
と
な
っ

て
い
る
。

　

一
方
で
、
再
分
配
所
得
の
累
積
比
率

か
ら
算
出
さ
れ
た
ジ
ニ
係
数
は
０
・
３

８
２
５
（
同
０
・
０
０
１
２
㌽
増
）
と

ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
。
所
得
再
分
配
に

よ
る
改
善
度
は
34
・
７
％
（
同
１
・
６

㌽
増
）
と
社
会
保
障
と
税
の
再
分
配
機

能
に
一
定
の
効
果
が
あ
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
た
。

　

現
在
、
再
分
配
額
の
大
部
分
を
社
会

保
障
が
占
め
て
い
る
。
将
来
的
に
高
齢

化
率
は
上
昇
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
な
か
、
再
分
配
機
能
を
ど
こ

ま
で
効
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は

今
後
の
社
会
保
障
政
策
の
カ
ギ
と
な
る
。

所
得
格
差
は
拡
大
傾
向
も
、
社
会
保
障
や

税
の
再
分
配
機
能
に
一
定
の
効
果

（
厚
生
労
働
省
「
令
和
５
年
所
得
再
分
配
調
査
報
告
書
」）

ア
セ
ッ
ト
マ
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〔図表〕 世帯主の年齢階層別所得再分配状況

（出所） 　厚生労働省「令和５年所得再分配調査報告書」からアセッ
トマネジメントＯｎｅ作成。
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